
日
　
本

統
　
計

學
　
史
　
考

－
森
林
太
郎
博
士
の
統
計
観
に
つ

い
て
－

林

文
　
　
　
彦

序

　
ウ
ェ
ス
タ
i
ガ
ー
ド
に
よ
れ
ぽ
、
統
計
學
は
三
つ
の
源
泉
を
も
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
十
七
世
紀
に
主
と
し
て
濁
逸
に
勃
典
し

た
國
扶
記
派
望
墨
a
寿
…
宗
、
そ
の
二
は
右
と
殆
ど
時
と
同
じ
く
し
て
英
國
に
創
始
さ
れ
た
政
治
算
術
勺
o
二
ま
巴
彗
一
苧
昌
g
o
、

そ
の
三
は
十
六
世
紀
頃
イ
タ
リ
ヤ
に
端
を
初
し
、
の
ち
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
大
成
さ
れ
た
確
率
論
で
あ
る
。

　
統
計
學
が
輸
入
科
學
と
し
て
日
本
に
渡
來
し
て
こ
こ
に
九
拾
饒
年
、
統
計
學
は
科
學
一
般
に
種
々
適
用
さ
れ
甚
大
な
効
果
を
攻
め
つ
つ

あ
る
。
い
ま
ふ
り
か
え
つ
て
「
統
計
」
及
び
「
統
計
學
」
が
ど
の
様
な
形
で
叉
い
か
な
る
名
稽
を
以
て
輸
入
當
初
に
お
い
て
迎
え
ら
れ
た

か
を
考
察
す
る
の
も
あ
な
が
ち
無
駄
で
は
た
い
と
老
え
、
こ
こ
に
そ
れ
の
史
的
考
の
一
端
を
示
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
考
に
お
い
て
は
、
ま
づ
「
統
計
」
と
「
統
計
學
」
の
詳
字
考
、
衣
に
「
統
計
學
」
を
國
家
の
顯
著
事
項
を
記
述
す
る
い
わ
ゆ
る
國
扶

記
述
派
的
た
も
の
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
事
實
、
最
後
に
方
法
論
的
立
場
か
ら
、
　
「
統
計
學
」
を
把
握
認
識
し
た
森
林
太
郎
の
統
計
観
を
叙

述
す
る
も
の
で
あ
る
。

ユ

81］
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「
統
計
」
及
び
「
統
計
學
」
の
議
名
の
老
誼
に
は
穂
積
陳
重
、
岡
松
径
及
び
下
出
隼
吉
の
三
氏
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
づ
穂
積
蟹
に
よ
れ
、
㌻
・
ス
タ
チ
ス
チ
一
ク
ス
一
の
薯
が
「
統
計
學
・
と
定
葦
享
に
は
多
の
筆
が
あ
る
。
始
め
慶
廠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
o
　
　
〇

三
年
四
月
に
出
版
せ
ら
れ
た
紳
田
孝
平
氏
謬
「
経
済
小
學
」
の
序
に
は
、
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
ス
を
課
し
て
「
會
計
學
」
と
し
て
あ
る
が
、

明
治
三
年
二
月
護
布
の
「
大
學
規
則
」
に
は
「
酢
数
靴
」
と
あ
る
。
…
…
同
年
十
月
の
大
學
南
校
規
則
に
も
「
國
務
學
」
と
な
つ
て
居
る
。

世
良
太
一
君
の
直
話
に
擦
れ
ぽ
、
國
勢
學
を
一
時
「
知
酢
斡
」
と
も
言
う
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
多
分
杉
亨
二
先
生
の
案
出
で
あ
ろ

う
と
の
こ
と
で
あ
る
。
津
田
眞
道
先
生
が
オ
ラ
ン
ダ
の
シ
モ
ン
・
ヒ
ツ
セ
リ
ン
グ
の
著
者
を
課
し
て
明
治
七
年
十
月
に
太
政
官
の
政
表
課

か
ら
出
版
せ
ら
れ
た
も
の
に
「
釦
紗
捨
粋
一
名
疎
知
軸
熱
」
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
　
「
西
周
偉
」
に
擦
れ
ば
、
津
田
先
生
は
學
名
と
し
て
は

「
練
紗
塾
」
と
言
ふ
語
を
用
ひ
ら
れ
た
様
で
あ
る
。
世
良
太
一
君
の
話
に
擦
る
と
、
　
「
政
表
」
と
い
ふ
語
は
、
此
後
明
治
十
年
頃
ま
で
も

用
ひ
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
此
の
如
く
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
ス
に
封
す
る
詳
字
が
從
來
厘
々
で
あ
つ
た
の
で
、
寧
ろ
原
語
其
儘
を
用
ひ
た
方
が
好
か
ら
う
と
い
ふ
こ
と

で
、
明
治
九
年
頃
、
杉
亨
二
博
士
、
世
良
太
一
氏
等
の
創
め
ら
れ
た
學
會
に
は
、
「
ス
タ
チ
ス
チ
ソ
ク
ス
肚
」
と
い
ふ
名
稽
を
附
し
、
「
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
タ
チ
ス
ナ
ク

タ
チ
ス
チ
ッ
ク
ス
雑
誌
」
と
い
ふ
の
を
襲
刊
せ
ら
れ
た
が
、
嘗
時
ス
タ
チ
ス
チ
ソ
ク
ス
と
い
ふ
原
語
に
宛
て
る
爲
に
「
移
等
袈
」
と
い
ふ

漢
字
を
も
案
出
創
造
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
：
…
・
然
ら
ぱ
こ
の
「
統
計
學
」
と
い
ふ
名
稽
の
創
始
者
は
抑
、
何
入
で
山
の
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
O
　
　
O

　
明
治
四
年
七
月
二
十
七
日
大
藏
省
の
申
に
始
め
て
置
か
れ
た
役
所
に
統
計
司
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
翌
八
月
十
日
に
至
つ
て
統
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
o

熱
と
改
め
ら
れ
た
が
、
官
署
の
名
に
統
計
の
名
を
附
し
た
の
は
之
が
始
め
て
で
あ
る
。
こ
の
「
統
計
」
の
二
字
は
、
恐
ら
く
は
「
英
華

宇
典
」
に
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
に
封
し
て
「
絆
紐
」
と
い
ふ
課
字
を
用
ひ
て
居
つ
た
の
に
擦
つ
て
案
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
此
後
明
治



七
牛
六
月
に
な
つ
て
、
箕
作
麟
洋
博
士
が
佛
人
モ
ロ
ー
・
ド
・
ジ
ョ
ン
ネ
の
著
書
を
翻
課
し
て
文
部
省
か
ら
出
版
せ
ら
れ
た
も
の
に
ば

　
O
O
O
　
　
　
O
O
O
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
　
　
、
、
、
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
統
計
學
；
國
勢
賂
論
」
と
い
ふ
標
題
を
用
ひ
ら
れ
た
。
學
名
と
し
て
「
統
計
學
」
と
い
ふ
名
稽
を
用
ひ
た
の
は
蓋
し
此
書
を
以
て
初

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

め
と
爲
す
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
前
に
も
述
べ
た
如
く
、
此
後
に
も
「
國
勢
學
」
、
「
知
國
學
」
、
「
政
表
學
」
叉
は
「
表
記
」
「
移
升
玖
」

な
ど
の
名
構
が
存
在
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
後
に
は
「
統
計
學
」
と
い
ふ
名
構
が
一
般
に
行
は
れ
て
、
絡
に
學
名
と
定
ま
る
に
至
っ
た
の
で

あ
る
。
」

　
こ
の
考
護
の
で
て
い
る
「
法
窓
夜
話
」
の
序
は
大
正
四
年
七
月
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
岡
松
樫
の
「
統
計
譲
字
の
略
考
」
は
穂
積
博
士
の

考
讃
と
深
い
闘
運
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
本
年
（
大
正
四
年
－
筆
者
註
）
五
月
二
十
六
目
阪
谷
會
長
閤
下
は
書
を
径
に
寄
せ
ら
れ
て
目
く

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

穂
積
博
士
よ
り
統
計
學
と
言
ふ
詳
語
は
誰
が
始
め
て
用
ゐ
た
る
や
の
尋
あ
り
調
査
し
て
一
報
を
願
ふ
と
因
て
煙
は
統
計
界
の
香
宿
た
る
本

會
（
東
京
統
計
協
會
－
筆
者
註
）
評
議
員
世
艮
太
一
君
に
面
」
明
治
四
年
よ
り
十
年
一
月
ま
で
大
藏
省
に
統
計
寮
存
在
の
こ
と
を
撃
て
當

時
大
藏
省
に
於
て
誰
が
統
計
の
課
字
を
選
定
せ
し
や
定
て
御
記
憶
あ
ら
ん
と
述
べ
ま
し
た
虚
同
君
答
て
目
く
統
計
寮
最
初
の
頭
は
申
村
清

行
君
（
後
國
立
銀
行
頭
取
）
で
し
た
が
暫
時
に
し
て
罷
め
深
江
順
暢
君
代
ら
れ
嬢
寮
の
時
ま
で
從
事
さ
れ
ま
し
た
が
統
計
命
名
の
こ
と
は

爾
君
で
は
た
く
明
拾
三
四
年
頃
各
省
の
職
務
章
程
を
立
案
せ
L
委
員
様
の
人
輩
が
協
定
し
た
も
の
と
老
へ
ま
す
が
誰
が
選
定
せ
し
と
言
ふ

記
憶
は
あ
り
ま
せ
ん
幸
に
本
雪
監
事
石
橋
重
朝
君
は
永
く
大
藏
省
に
居
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
多
分
承
知
の
こ
と
と
思
ひ
ま
す
と

是
に
於
て
樫
は
石
橋
君
を
訪
間
し
ま
し
た
虚
同
君
多
忙
の
時
聞
を
割
か
れ
快
く
奮
時
の
記
憶
を
話
さ
れ
ま
し
た
の
で
樫
は
是
の
談
を
記
載

の
左
の
通
會
長
閣
下
に
答
申
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
石
橋
重
朝
君
目
く
僕
の
知
る
虜
で
は
本
邦
に
於
て
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
を
始
て
統
計
と
翻
課
し
命
名
せ
る
は
明
治
二
年
開
成
所
英
學
致
師

（
営
時
年
齢
三
十
歳
位
と
見
受
く
明
治
三
年
肺
病
に
て
死
去
L
奮
幕
府
の
人
と
琵
ゆ
）
其
の
編
纂
に
て
統
計
入
門
と
愛
ゆ
或
は
統
計
便
覧

と
も
覧
ゆ
る
が
凡
そ
十
行
二
十
宇
詰
に
て
三
四
十
放
の
出
版
物
あ
り
之
を
統
計
命
名
の
創
初
と
す
べ
き
か
此
の
小
冊
子
は
僕
が
明
治
二
年

813



開
成
所
の
學
生
た
り
し
と
き
一
度
闘
覧
せ
L
こ
と
あ
り
復
た
此
の
轡
言
中
に
謬
字
不
完
全
と
考
ふ
る
も
暫
く
懐
定
し
置
く
と
言
ふ
こ
と
も

記
憶
し
て
居
る
只
今
一
寸
其
の
氏
名
を
思
ひ
出
せ
ま
身
、
ん
此
の
事
に
加
藤
弘
之
辻
薪
攻
君
に
尋
ね
う
れ
た
ら
知
れ
る
だ
ら
ふ
と
思
ひ
ま

　
（
二
）

す
。
L
と
あ
る
。

　
つ
い
で
　
一
、
統
計
な
る
譲
字
　
二
、
政
表
な
る
諜
字
　
三
、
表
紀
な
る
講
字
　
四
、
形
勢
な
る
議
字
　
五
、
國
勢
な
る
詳
字
の
五
つ

に
わ
け
て
考
察
し
、
　
「
最
初
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
ス
を
統
計
と
課
せ
し
は
英
華
字
典
を
折
衷
せ
し
も
の
か
と
推
察
す
る
の
で
す
あ
り
ま
す
今

英
華
字
典
を
見
ま
す
と
ω
蟹
茅
ま
ω
を
國
紀
、
國
志
と
し
ω
9
昌
8
0
｛
ω
け
き
ω
ま
ω
を
國
學
、
國
知
と
し
與
ω
冨
弍
、
ユ
。
叫
一
＞
8
。
自
目
片
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

統
紀
と
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
我
邦
統
計
の
謬
字
は
此
の
統
紀
の
紀
を
計
と
換
え
た
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
下
出
隼
吉
の
「
統
計
」
及
び
「
統
計
學
」
に
就
い
て
」
に
よ
れ
ぼ
、
「
『
萬
國
政
表
』
は
萬
延
元
年
に
出
版
さ
れ
、
岡
本
約
博
卿
（
古

川
政
雄
と
同
人
）
の
諜
に
な
り
本
邦
に
於
け
る
統
計
に
麗
す
る
文
献
と
し
て
は
誰
程
古
い
も
の
∫
様
に
思
は
れ
る
。
此
の
書
の
凡
例
に
擦

れ
ぱ
始
め
幅
澤
先
生
（
筆
者
註
－
幅
澤
論
吉
）
が
同
書
の
翻
議
に
着
手
…
…
政
表
な
る
詳
語
は
多
分
幅
澤
先
生
が
渡
米
前
即
ち
安
政
年
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
O
　
　
　
　
O
　
　
O
　
　
　
　
O
　
　
O

に
新
案
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
は
れ
る
。
之
に
綾
い
て
謬
さ
れ
た
言
葉
と
し
て
は
、
望
き
ω
ま
ω
を
表
書
、
表
紀
、
形
勢
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
O
　
O

蜘
紐
、
齢
詐
（
明
治
八
年
司
法
職
制
章
程
に
毎
歳
刑
事
民
事
綜
計
表
を
上
り
言
々
と
あ
り
）
、
　
製
表
（
東
京
統
計
協
會
は
最
初
製
表
耐
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
O
　
　
　
O
　
O
　
　
　
O
　
O

言
へ
り
）
、
　
國
勢
等
に
講
」
て
あ
り
、
更
に
叉
國
紀
、
國
志
、
國
知
等
に
も
謬
さ
れ
て
居
り
、
此
の
様
に
色
々
と
議
し
直
さ
れ
た
様
で
は

あ
る
が
、
比
較
的
多
く
用
ひ
ら
れ
た
し
は
「
政
表
」
の
二
字
の
様
で
あ
つ
た
。
）
と
し
、
更
に
「
統
計
學
」
に
つ
い
て
は
、
「
箕
作
麟
鮮
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
O
　
　
O

が
統
計
學
と
改
め
謬
さ
れ
し
迄
に
も
、
甑
に
學
と
し
て
の
　
o
o
蟹
豪
ま
ω
は
色
々
と
講
さ
れ
て
居
り
、
例
へ
ぱ
経
國
學
（
ヒ
イ
ツ
セ
リ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
o

グ
致
授
の
西
、
津
田
雨
先
生
に
與
へ
た
覧
書
の
魏
議
文
に
あ
り
、
ホ
フ
マ
ン
致
授
叉
は
西
先
生
の
伺
れ
か
が
謬
し
た
と
言
は
れ
る
）
、
政
表

。
　
。
。
。
　
。
。
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
．
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
O
。
　
昨

學
、
綜
紀
學
、
形
勢
學
（
明
治
二
年
の
大
學
々
制
中
に
も
あ
り
）
、
　
國
勢
學
（
明
治
三
年
謹
布
の
大
學
規
則
申
に
あ
り
）
、
　
國
務
學
、
矢

節
敷
（
杉
先
生
の
課
と
も
言
は
れ
る
）
、
　
表
摩
（
慶
腰
三
年
出
版
加
藤
弘
藏
譲
『
西
洋
各
國
盛
衰
彊
弱
一
覧
表
』
に
あ
る
津
田
員
適
の
序
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α
　
ひ
　
o

丈
…
…
費
は
柳
河
春
三
の
筆
な
り
と
も
言
は
れ
る
－
：
－
に
あ
り
）
、
倉
計
學
（
慶
膝
四
年
三
月
版
刻
の
梯
田
孝
牛
譲
『
西
洋
経
涛
小
學
』

　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
O
　
　
O

の
序
文
に
あ
り
）
、
　
表
紀
學
な
ど
と
呼
ぼ
れ
し
が
、
共
の
多
く
は
之
に
類
す
る
も
の
二
多
く
、
家
第
に
統
計
及
び
學
の
軍
な
る
政
治
的
意

味
の
み
を
有
す
る
も
の
に
非
ず
し
て
、
芙
の
本
義
の
如
何
が
邦
人
に
知
ら
る
』
に
至
り
し
と
共
に
、
之
等
の
課
は
何
時
し
か
忘
れ
ら
る
㌧

に
至
り
し
が
、
あ
と
に
残
り
し
統
計
及
び
統
計
學
に
樹
し
て
も
筒
暫
ら
く
議
論
の
あ
り
、
了
解
さ
れ
ざ
れ
し
こ
と
は
言
ふ
迄
も
な
く
、
箕

作
先
生
の
謬
本
に
『
一
名
國
勢
路
論
』
と
あ
る
を
見
て
も
、
杉
先
生
が
「
統
討
」
は
英
の
眞
意
を
表
は
さ
ず
と
し
て
、
「
移
升
畝
」
叉
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
o
　
　
o
　
　
o

「
移
響
契
」
或
は
「
移
対
玖
」
な
る
言
葉
を
創
造
案
出
せ
ら
れ
、
明
治
九
年
に
創
設
せ
ら
れ
し
統
計
學
泄
は
最
初
表
紀
學
耐
と
構
し
、
後

「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
ス
杜
」
と
改
め
、
統
計
學
耐
と
改
構
せ
ら
れ
し
は
二
十
五
年
た
り
し
を
見
る
も
譲
語
に
就
い
て
は
色
々
と
異
存
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

り
、
容
易
に
一
定
の
學
名
と
し
て
か
た
ま
ら
ざ
り
し
は
窺
ふ
に
足
る
…
…
L
と
記
し
て
い
る
。

（
一
）
穂
積
陳
重

（
二
）
　
岡
松
　
　
径

（
三
）
　
同
　
右

（
四
）
下
出
隼
吉

法
窓
夜
話
　
一
九
一
－
一
九
四
頁

統
計
譲
字
の
路
考
　
統
計
集
誌
第
四
百
十
四
號
　
四
七
頁

四
八
－
四
九
頁

表
紀
提
綱
解
題
　
二
二
－
二
三
頁
　
明
治
文
化
全
集
経
済
篇
所
牧

二

　
政
表
と
い
う
語
を
用
い
て
「
統
計
」
を
示
し
た
最
初
の
も
の
は
、
萬
延
元
年
（
一
八
六
〇
年
）
十
一
月
、
幅
澤
論
吉
が
校
閾
し
、
岡
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

博
卿
が
詳
出
出
版
し
た
「
萬
國
政
表
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ば
オ
ラ
ソ
ダ
人
プ
・
ア
・
デ
・
ヨ
ソ
グ
の
蘭
文
「
世
界
國
勢
一
覧
表
」
で
あ
つ

　
（
五
）

て
、
慶
藤
三
年
加
藤
弘
藏
（
後
の
弘
之
）
に
よ
つ
て
謬
出
さ
れ
た
「
西
洋
各
國
盛
衰
彊
弱
一
覧
表
」
と
芙
に
日
本
最
初
の
統
計
麗
係
書
で
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あ
る
。
し
か
し
共
に
そ
の
内
容
か
ら
お
し
て
明
ら
か
な
如
く
現
在
の
「
統
計
藪
字
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　
L
か
し
何
等
か
の
意
味
に
お
い
て
肚
含
科
學
と
し
て
の
「
統
計
學
」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
は
種
々
な
る
課
語
が
用
意
さ
れ
た
の
で

あ
る
o

　
文
久
二
年
（
一
八
六
二
年
）
オ
ラ
ン
ダ
に
派
遣
さ
れ
た
日
本
最
初
の
留
學
生
、
津
田
眞
道
（
當
時
眞
一
郎
）
と
西
周
（
鴬
時
周
助
）
と

が
和
蘭
ラ
イ
デ
ン
H
。
①
旨
窒
大
學
の
致
授
フ
4
セ
リ
ン
グ
ω
ぎ
昌
≦
ω
ω
邑
轟
に
師
事
し
た
が
、
同
致
授
の
「
津
田
員
一
郎
西
周
助
爾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

君
二
業
ヲ
授
ル
コ
ト
ニ
就
テ
ノ
書
付
」
の
第
一
條
に
次
の
五
科
目
に
わ
た
る
名
稽
を
筆
げ
て
い
る
。

　
其
一
　
天
然
ノ
本
分
　
　
乞
算
…
…
品
g

　
其
二
　
民
人
ノ
本
分
　
　
＜
o
寿
g
冨
囚
g

　
其
三
　
邦
國
ノ
本
分
　
　
ω
冨
g
ω
亮
α
q
g

　
其
四
　
経
済
學
　
　
　
　
望
竃
ま
三
争
o
目
o
穴
自
目
ま

　
其
五
　
経
國
學
　
　
　
　
卑
算
一
邑
県

芙
五
に
あ
げ
て
あ
る
「
経
國
學
」
が
「
統
計
學
」
の
謬
語
で
あ
り
、
そ
の
日
付
は
一
八
六
三
年
六
月
十
六
目
と
な
つ
て
い
る
。

　
フ
ィ
セ
リ
ン
グ
致
授
に
よ
つ
て
授
け
ら
れ
た
こ
の
「
経
國
學
」
を
後
年
す
た
わ
ち
明
治
七
年
（
一
八
七
四
年
）
十
月
津
田
眞
遣
は
「
表

紀
提
綱
一
名
政
表
學
論
」
と
し
て
詳
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

　
一
方
西
周
は
「
五
科
口
訣
紀
略
」
に
爽
の
如
く
記
し
て
い
る
。

　
一
目
　
性
法
學

　
二
日
　
萬
國
公
法
學

　
三
目
　
國
法
學
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四
目
　
経
済
學

　
五
目
　
政
表
學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

　
政
表
學
と
は
「
第
五
論
政
表
學
。
是
察
一
國
之
情
扶
如
何
。
而
致
其
詳
密
之
術
也
。
」
　
と
あ
り
、
統
計
學
を
國
扶
記
述
派
的
た
内
容
を

も
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
中
が
窺
わ
れ
る
。

　
表
紀
提
綱
の
序
に
よ
れ
ぼ
「
凡
ソ
土
地
人
民
ヨ
リ
法
慶
學
間
致
化
財
政
守
禦
及
ヒ
農
業
工
作
貿
易
物
産
航
海
運
輸
等
二
至
ル
マ
テ
其
愛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

更
事
實
ヲ
表
章
シ
或
ハ
彼
此
ノ
比
較
二
因
テ
其
利
害
得
失
ヲ
明
耕
ス
ル
者
ヲ
政
表
ト
ス
」
と
あ
り
、
表
紀
の
本
義
に
つ
い
て
は
「
表
紀
ノ

原
語
ヲ
ス
タ
チ
ス
チ
キ
ト
講
フ
其
義
ヲ
直
詳
ス
レ
ハ
邦
國
叉
ハ
形
勢
卜
謂
フ
事
ナ
リ
蓋
一
國
鼓
國
乃
至
萬
國
ノ
人
民
互
二
相
生
養
ス
ル
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
）

際
ノ
形
勢
ヲ
知
ル
學
術
ナ
リ
此
形
勢
ヲ
名
ケ
テ
人
間
倉
砒
又
人
間
伸
問
ト
謂
フ
」
と
あ
り
、
表
紀
の
目
的
と
し
て
は
、
「
表
紀
ハ
人
間
伸
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
）

ノ
事
實
ヲ
知
ル
學
間
ニ
シ
テ
其
事
件
ノ
現
二
存
シ
實
二
有
ル
ヲ
表
章
ス
ル
ニ
在
リ
」
と
し
全
く
國
扶
記
述
派
的
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

　
更
に
慶
癒
三
年
（
一
八
六
七
年
）
楴
田
孝
干
は
、
英
國
の
経
済
學
者
オ
・
里
＝
ω
の
著
、
、
O
鼻
＝
屋
o
｛
ω
o
o
邑
厚
昌
o
昌
く
、
．
の
オ

ラ
ン
ダ
議
か
ら
の
重
詳
と
し
て
「
経
済
小
學
」
を
出
版
し
た
が
、
そ
の
序
に
「
西
洋
諸
國
學
校
ノ
致
國
各
其
法
ア
リ
ト
難
小
異
大
同
之
ヲ

要
ス
ル
ニ
五
科
二
轟
ク
五
科
一
目
致
科
二
目
政
科
三
日
理
科
四
目
馨
科
五
目
文
科
各
科
亦
門
類
ノ
別
ア
リ
ト
難
具
鋒
ニ
ア
ラ
ス
今
特
二
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
タ
ナ
ユ
チ
ツ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

科
ヲ
詳
ニ
ス
凡
政
科
分
ツ
テ
七
門
ト
ス
一
日
民
法
二
目
商
法
三
日
刑
法
四
日
國
法
五
日
萬
國
公
法
六
目
會
計
學
七
日
経
済
學
皆
國
家
ノ
急

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
（
十
二
）

務
ニ
シ
テ
學
者
ノ
忽
ニ
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
所
ノ
者
ナ
リ
…
…
」
　
（
傍
賭
筆
者
）
と
あ
る
。

　
「
経
済
小
學
」
は
日
本
最
初
の
経
済
學
の
翻
課
書
で
あ
る
が
、
六
日
會
計
學
と
は
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
と
ふ
り
が
な
が
つ
げ
て
あ
る
こ
と

に
よ
つ
て
も
明
ら
か
な
如
く
統
計
學
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
統
計
學
は
経
済
學
等
と
共
に
「
國
家
ノ
急
務
ニ
シ
テ
學
者
ノ
忽
ニ
ス
ヘ
カ
ラ

サ
ル
所
ノ
者
」
と
し
て
考
え
ら
れ
、
い
う
と
こ
ろ
の
國
状
記
述
派
的
統
計
學
を
指
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
明
治
七
年
（
一
八
七
四
年
）
六
月
箕
作
麟
群
に
よ
つ
て
フ
ラ
ン
ス
の
竃
ε
①
g
ま
』
g
ま
署
里
①
昌
g
け
伽
急
ω
＄
茅
巨
毛
①
、
・
＆
・
一
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H
O
O
蟹
が
文
部
省
編
と
し
て
課
出
さ
れ
、
「
統
計
學
一
名
颪
勢
略
論
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
課
書
こ
そ
統
計
學
の
學
問
名
と
し
て
罵
い

ら
れ
た
最
初
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
序
と
も
い
う
べ
き
と
こ
ろ
に
、
　
「
此
學
原
名
ヲ
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
と
言
ヒ
芙
講
ク
所
ハ
皆
算
藪
ヲ
以
テ

國
内
百
般
ノ
事
ヲ
表
明
シ
治
國
安
民
ノ
爲
メ
最
モ
緊
急
ノ
者
タ
リ
…
…
－
…
我
國
未
タ
此
撃
科
ノ
書
ノ
世
＝
翻
課
ヲ
経
シ
者
ア
ラ
サ
ル
カ

故
二
今
者
瓶
メ
テ
此
書
ヲ
謬
シ
以
テ
官
梓
二
付
ス
ト
難
モ
其
科
名
呈
填
ス
ル
講
字
ノ
如
キ
モ
從
來
或
ハ
政
表
國
勢
等
■
字
ヲ
用
ヰ
テ
亦
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
三
）

タ
一
定
普
通
ノ
稽
ア
ル
ヲ
見
ス
因
テ
此
二
改
メ
謬
シ
テ
統
計
學
ト
ス
」
と
あ
り
、
「
統
計
學
の
緯
義
及
吉
趣
」
と
し
て
、
「
統
計
學
ト
ハ
天

然
、
人
口
、
政
事
等
ノ
實
件
ヲ
算
藪
ヲ
以
テ
解
明
ス
ル
學
科
ヲ
言
フ
而
シ
テ
其
吉
趣
ハ
人
民
■
性
種
、
情
態
、
進
歩
ヲ
明
ラ
カ
ニ
知
得
ス

　
　
　
（
十
囚
）

ル
ニ
ア
リ
」
と
し
、
そ
の
大
綱
領
と
し
て
、

「
第
一
　
國
ノ
人
種
、
人
口
及
ヒ
富
盛
ノ
源
ヲ
誼
明
ス
ル
事

　
第
二
　
土
地
ノ
肥
療
、
往
來
ノ
便
利
、
外
冠
ヲ
防
禦
ス
ル
要
害
、
郊
野
都
府
ア
問
ハ
ス
水
土
ノ
善
悪
及
ヒ
地
形
ノ
寧
否
ヲ
検
査
シ
共
地

　
　
　
ヲ
シ
テ
都
テ
良
好
ナ
ラ
シ
ム
ル
方
法
ヲ
施
設
ス
ル
事

第第第第第第第第
十九八七六五四三

人
民
ノ
蓋
カ
ヲ
シ
テ
得
タ
ル
政
穫
及
ヒ
民
灌
■
執
行
ヲ
確
然
不
抜
ノ
基
礎
二
從
ヒ
テ
規
定
ス
ル
事

外
冠
ヲ
防
禦
シ
以
テ
國
ノ
濁
立
不
轟
ヲ
保
有
ス
ル
爲
メ
兵
士
ヲ
調
護
ス
ル
皇
付
キ
テ
芙
人
員
ヲ
公
干
昌
全
園
二
科
分
ス
ル
事

政
府
ノ
用
二
供
ス
ル
租
税
ヲ
公
平
二
定
ム
ル
事

農
業
及
ヒ
百
エ
ニ
因
リ
テ
生
ス
ル
諸
物
品
ノ
分
量
卜
債
額
ト
ヲ
知
ル
事

商
業
ノ
盛
衰
ヲ
検
硯
シ
テ
其
障
碍
ヲ
知
ル
事

犯
罪
ノ
多
寡
ヲ
考
へ
以
テ
刑
罰
ノ
軽
重
ヲ
適
宜
ニ
シ
准
國
ノ
基
本
ヲ
制
ス
ル
事

人
民
ヲ
文
明
開
化
ノ
域
二
進
メ
芙
心
ヲ
善
艮
ナ
ラ
シ
ム
ル
爲
メ
國
中
致
育
ノ
盛
衰
ヲ
知
ル
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
五
）

貧
困
ノ
民
叉
ハ
犯
罪
人
ノ
爲
二
設
ケ
タ
ル
貧
院
、
病
院
、
獄
舎
、
懲
治
場
等
ノ
法
則
ヲ
立
テ
ル
ニ
付
キ
テ
官
府
ヲ
賓
助
ス
ル
事
」
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r
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
六
）

　
と
列
記
し
“
　
「
統
計
纂
ハ
琶
二
厨
政
ヲ
掌
ル
者
ノ
霧
ノ
ミ
ニ
井
ス
法
葎
家
、
経
済
家
、
歴
吏
家
等
ノ
爲
二
宅
亦
不
可
鉄
ノ
學
科
」
と
老

え
ら
れ
て
い
る
。
が
、
き
す
る
所
、
そ
の
内
容
は
依
然
政
治
算
術
振
的
、
國
状
記
述
派
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
明
治
初
期
前
後
に
「
統
計
學
」
と
し
て
老
え
ら
れ
た
内
容
は
そ
の
表
現
に
若
干
の
相
違
は
あ
る
と
し
て
も
國
家
學
の
一
と
L
て
の

統
計
學
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

（
五
）

（
六
）

（
七
）

（
八
）

（
九
）

（
十
）

（
十
一
）

（
十
二
）

（
十
三
）

（
十
四
）

（
十
五
）

（
十
六
）

尾
佐
竹
猛
　
萬
國
政
表
解
題
　
二
頁
　
明
治
文
化
全
集
纏
済
篇
所
牧

幸
田
成
麦
和
蘭
夜
話
八
六
－
八
七
頁

森
　
　
鶴
外
　
西
周
傳
　
五
〇
頁
　
鶴
外
全
集
著
作
篇
第
十
一
巻

同
　
右
　
　
　
五
一
頁

シ
モ
ン
・
ヒ
ッ
セ
リ
ソ
グ
著
・
津
田
眞
遺
譲
表
紀
提
綱
序

同同同箕碑同同
　　　作目ヨ
右右右麟孝右右
　　　藤平
　　　課議

三
頁

五
頁

経
済
小
學
　
序
一

統
計
學
　
　
凡
例
一

巻
之
一
　
本
文
一

巻
之
一
　
本
文
七
！
九

巻
之
一
　
本
文
七

8i9
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三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
七
）

　
「
明
治
三
年
二
月
、
大
學
規
則
及
中
・
小
學
規
則
を
護
布
せ
ら
れ
」
、
そ
の
「
大
學
規
則
」
に
お
け
る
法
科
の
學
科
名
に
「
國
勢
學
」
と

　
（
十
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
九
）

あ
り
、
中
・
小
學
規
則
の
「
中
學
」
の
部
、
法
科
の
專
間
學
に
も
同
様
「
國
勢
學
」
と
あ
る
。

　
明
治
三
年
閨
十
月
、
大
學
規
則
に
基
い
て
、
薪
に
大
學
粛
校
規
則
が
制
定
せ
ら
れ
、
そ
の
大
學
南
校
規
則
第
廿
五
條
に
、
　
「
專
問
科
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
謹
〕
　
　
（
二
十
一
）

ヲ
ニ
…
四
ノ
四
等
ト
ス
共
學
科
ハ
大
凡
左
二
示
ス
カ
如
シ
」
と
あ
り
、
法
科
の
學
科
中
に
同
檬
「
國
勢
學
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
〔
謹
〕
　
穂
積
博
士
の
法
窓
夜
話
に
は
「
國
務
學
」
と
あ
る
が
行
丈
か
ら
み
て
（
同
年
十
月
の
大
學
南
校
規
訓
一
に
も
「
國
務
學
」
）
「
國
勢
學
」
で
あ
る
の

　
　
　
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
、
も
…
別
に
里
ハ
文
猷
が
あ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
o

　
下
つ
て
「
明
治
十
五
年
九
月
及
十
二
月
に
於
て
、
夫
々
學
科
課
程
の
改
正
あ
り
。
九
月
に
於
け
る
改
正
は
政
治
學
及
理
財
學
科
に
闘
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
（
二
十
二
）

る
も
の
に
し
て
、
第
二
年
の
課
程
に
薪
に
統
計
學
を
加
へ
」
と
あ
り
、
一
年
間
毎
週
二
時
問
の
授
業
で
あ
つ
た
。
　
（
傍
難
筆
者
）
明
治
十

四
年
九
月
東
京
大
學
文
學
部
に
入
學
し
、
同
十
八
年
七
月
卒
業
し
た
金
井
延
は
、
同
年
十
一
月
ラ
ー
ト
ゲ
ン
致
師
の
助
手
と
な
つ
た
。
こ

の
カ
ー
ル
ニ
7
ー
ト
ゲ
ン
は
「
明
治
十
五
年
來
朝
し
二
十
三
年
蠕
國
し
て
、
濁
邊
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
學
の
致
授
と
な
つ
た
人
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
（
二
十
三
）

彼
は
漏
麹
で
歴
史
學
派
経
済
學
の
影
響
は
受
け
て
ゐ
た
。
東
京
大
學
の
講
義
は
行
政
學
、
國
法
學
、
統
計
學
等
で
あ
つ
た
が
」
　
（
傍
難
筆

者
）
　
「
芙
の
統
計
學
の
講
義
は
今
目
の
統
計
學
と
は
違
ひ
、
各
國
の
國
勢
を
叙
述
」
た
や
う
な
も
の
で
、
　
望
墨
a
巨
邑
①
と
も
言
ふ
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
四
）

き
も
の
で
あ
つ
た
と
言
ふ
」
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
如
く
名
は
統
計
學
で
あ
つ
て
も
そ
の
實
態
は
國
赦
記
述
派
的
な
も
の
で
あ
つ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
中
央
統
計
機
麗
と
し
て
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
年
）
十
二
月
廿
四
日
付
太
政
官
正
院
に
政
表
課
を
設
置
さ
れ
た
の
が
最
初
で

あ
る
が
、
同
五
年
（
一
八
七
二
年
）
十
月
四
目
地
誌
課
政
表
係
に
縮
小
さ
九
、
同
六
年
（
一
八
七
三
年
）
更
に
五
月
日
闘
内
史
財
務
課

028
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（
「
此
課
ハ
一
切
財
用
二
闘
係
ス
ル
事
ヲ
勘
査
ス
」
）
に
附
麗
と
再
縮
小
さ
れ
、
同
七
年
（
一
八
七
四
年
）
三
月
五
目
外
史
所
管
の
政
表
課

と
な
り
、
同
八
年
九
月
二
十
五
日
日
太
政
官
の
内
外
史
お
よ
び
諸
局
課
が
慶
さ
れ
、
五
科
が
置
か
れ
る
に
至
つ
て
、
　
「
政
表
課
ヲ
慶
シ
尋

テ
第
五
科
ヲ
置
キ
政
表
事
務
ヲ
管
ス
」
こ
と
に
た
り
、
同
十
年
一
月
十
八
目
「
太
政
官
中
二
調
達
局
ヲ
置
キ
政
表
事
務
ヲ
管
ス
」
こ
と
に

な
り
同
局
中
の
政
表
掛
と
た
つ
た
。
更
に
同
十
三
年
三
月
三
月
太
政
官
中
調
査
法
制
の
爾
局
が
魔
さ
れ
、
法
制
・
奮
計
・
軍
事
・
内
務
・

司
法
・
外
務
の
六
部
が
琶
か
れ
る
に
至
り
、
政
表
掛
を
改
め
て
統
計
課
と
し
て
雪
計
部
に
所
麗
せ
し
め
た
。
以
上
種
々
そ
の
機
構
上
の
位

置
及
び
名
構
が
が
愛
更
さ
れ
た
が
、
明
治
十
四
年
五
月
三
十
日
付
太
政
官
申
に
統
計
院
を
設
置
し
、
統
計
機
構
の
一
大
接
充
を
見
る
に
至

（
二
十
五
）

つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
明
治
七
年
の
政
表
課
規
程
第
一
條
に
よ
れ
ぱ
、
「
夫
レ
國
家
法
ヲ
立
テ
政
ヲ
行
フ
ヤ
其
効
蹟
ヲ
察
セ
サ
レ
ハ
焉
ソ
能
ク
事
物
ノ
利
害
得

失
及
國
民
安
寧
ノ
域
二
進
ム
ヤ
否
ヤ
ヲ
知
ラ
γ
ヤ
而
シ
テ
其
効
蹟
ヲ
察
セ
γ
ト
欲
セ
ハ
全
國
ノ
事
實
計
藪
ヲ
総
括
ス
ル
虚
ノ
政
表
二
依
ラ

　
　
　
、
　
　
（
二
十
六
）

サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
・
…
－
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
七
）

　
続
計
院
事
務
章
程
は
吹
の
如
く
で
あ
つ
た
。

第第第第第第第
七六五四三二一
條條條條條條條

政
治
上
其
他
諸
般
ノ
事
物
二
關
ス
ル
統
計
表
ヲ
編
製
公
布
ス
ル
事

統
計
表
二
擦
テ
政
治
上
其
他
諸
般
事
物
ノ
結
果
ヲ
誼
明
ス
ル
事

統
計
表
ノ
様
式
ヲ
定
ム
ル
事

統
計
表
ヲ
編
製
ス
ル
ノ
材
料
ヲ
各
官
騒
其
他
ヨ
リ
徴
集
ス
ル
事

各
官
廃
其
他
ヨ
リ
徴
集
ス
ル
報
告
書
ノ
様
式
ヲ
定
ム
ル
事

報
昔
書
及
ビ
統
計
ノ
材
料
ヲ
徴
集
ス
ル
ノ
期
附
ヲ
定
ム
ル
事

統
計
二
調
ス
ル
薪
十
ロ
ノ
書
類
ヲ
集
テ
之
ヲ
保
管
ス
ル
事

128
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第
八
像
　
各
官
露
二
於
編
製
ス
ル
統
計
ノ
匿
域
ヲ
定
メ
英
統
計
表
若
ク
〈
統
計
二
麗
ス
ル
書
類
ノ
様
式
ヲ
改
良
セ
シ
ム
ル
事

　
こ
の
様
に
統
計
院
の
設
置
に
件
い
、
統
計
事
務
所
管
機
構
に
飛
躍
的
接
充
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
と
い
う
の
も
家
の
如
き
参
議
大
隈
重

信
の
統
計
治
國
の
建
議
、
が
あ
ず
か
つ
て
力
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
「
現
在
ノ
國
勢
ヲ
詳
明
セ
ザ
レ
バ
政
府
則
チ
施
政
ノ
便
ヲ
失
フ
過
去
施
行
ノ
結
果
ヲ
鑑
照
セ
ザ
レ
バ
政
府
其
政
策
ノ
利
弊
ヲ
知
ル
ニ
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、

ナ
シ
故
二
現
在
ノ
國
勢
ヲ
詳
明
シ
過
去
施
行
ノ
結
果
ヲ
鑑
照
ス
ル
ハ
是
レ
政
府
二
在
テ
嵌
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
務
ナ
リ
、
現
在
ノ
國
勢

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

ヲ
一
目
二
明
瞭
ナ
ラ
シ
ム
ル
者
ハ
統
計
二
若
ク
ハ
莫
シ
叉
現
在
ノ
國
勢
ヲ
以
テ
之
ヲ
銑
往
二
幸
較
シ
過
去
施
政
ノ
得
失
ヲ
誼
明
ス
ル
者
ハ

亦
ハ
紛
か
＾
替
ハ
州
ハ
ハ
是
ヲ
以
テ
政
府
夙
二
其
大
要
ア
ル
ヲ
察
シ
太
政
官
中
二
政
表
課
ヲ
設
置
セ
ラ
レ
タ
リ
ー
・
…
…
抑
モ
統
計
ノ
業
タ

ル
施
政
ノ
賓
務
二
遠
離
ス
ル
ノ
外
観
ア
ル
ガ
爲
メ
ニ
其
材
料
ヲ
有
ス
ル
講
官
衛
二
於
テ
報
告
徴
集
ヲ
等
閉
二
付
ス
ル
ノ
弊
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ズ

叉
統
計
課
二
在
テ
ハ
其
仕
組
ノ
挾
少
ナ
ル
ガ
爲
二
充
分
ナ
ル
編
製
ヲ
遂
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
是
則
チ
完
全
ナ
ル
統
計
表
ナ
キ
原
因
ノ
大
ナ
ル
者

ナ
リ
故
二
願
ク
バ
ー
…
…
一
院
ヲ
設
ケ
鏡
意
統
計
ノ
業
二
從
事
セ
シ
メ
ー
…
…
其
規
摸
ヲ
大
ニ
シ
且
ツ
内
閣
重
官
ヲ
以
テ
其
首
長
ヲ
粂
務

セ
シ
メ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
新
ノ
如
ク
ン
バ
完
全
ナ
ル
統
計
総
表
ノ
製
出
ヲ
望
ム
ベ
ク
政
府
始
メ
テ
現
在
ノ
國
勢
ヲ
容
易
二
鑑
照
ス
ル
ノ
便
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
八
）

得
テ
叉
過
去
施
設
ノ
結
果
二
就
キ
政
策
ノ
利
弊
ヲ
護
見
ス
ル
ノ
端
緒
ヲ
得
ベ
キ
ナ
リ
…
…
…
」
（
傍
鮪
筆
者
）

　
以
上
綾
述
し
た
如
く
明
治
初
頭
前
後
に
お
け
る
「
統
計
學
」
は
翻
講
書
に
お
い
て
も
官
府
に
お
い
て
も
ま
た
學
校
致
科
に
そ
の
内
容
は

國
扶
記
述
派
乃
至
政
治
算
術
派
的
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
謬
語
、
あ
る
い
は
國
勢
學
、
あ
る
い
は
政
表
學
、
表
紀
學
等
々
と
容
易
に
統
一
を
見
な
か
つ
た
。

　
こ
こ
に
わ
が
國
統
計
學
史
上
最
初
の
開
拓
者
と
し
て
名
を
留
め
る
人
、
杉
亨
二
博
士
に
言
及
L
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
博
士
は
「
軍
に
統
計
と
言
ふ
こ
と
に
封
し
て
は
政
麦
と
か
形
勢
と
か
言
ふ
譲
宇
を
當
て
は
め
た
が
、
一
の
學
問
を
現
は
す
名
構
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
九
）

は
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
な
る
語
を
其
儘
用
ふ
べ
し
と
の
読
を
長
く
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
」

822
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明
治
十
九
年
四
月
「
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
の
話
」
と
題
す
る
講
演
の
中
で
博
士
は
、
　
「
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
と
言
ふ
こ
と
は
我
國
に
は
耳
薪

し
き
言
葉
な
れ
ぼ
世
人
に
聞
き
と
り
や
す
き
や
う
に
課
字
を
作
て
政
表
と
か
統
計
と
か
名
構
を
付
け
た
り
此
議
字
は
支
那
の
文
字
な
れ
ぼ

文
字
の
鑑
に
護
み
下
し
て
解
す
る
者
多
し
政
表
と
言
ふ
は
支
那
の
書
に
は
見
え
ず
し
て
其
字
面
も
亦
穏
富
な
ら
ず
統
計
の
方
稿
々
解
し
易

し
統
計
は
合
計
の
意
味
も
あ
れ
ど
も
文
字
の
通
り
統
べ
計
る
の
義
に
て
可
な
ら
ん
な
ど
⊥
牽
彊
附
會
す
る
よ
り
學
問
の
道
理
を
誤
り
事
業

を
妨
害
す
る
の
甚
だ
し
き
に
至
ら
ん
と
す
目
に
硯
て
名
の
付
げ
方
の
な
き
物
に
は
原
名
を
唱
へ
て
〕
フ
ン
プ
」
と
言
ひ
「
テ
ー
ブ
ル
」
と

言
ふ
目
に
硯
え
ざ
れ
ば
と
て
學
問
上
の
原
名
に
は
必
ず
詳
字
を
付
け
る
と
言
ふ
道
理
は
聞
え
ず
叉
事
物
の
遣
理
さ
え
知
れ
ぼ
課
名
は
何
に

て
も
よ
し
勝
手
次
第
な
り
と
言
ふ
妄
論
者
あ
り
文
明
世
界
の
薪
學
問
た
る
ス
ク
チ
ス
チ
ツ
ク
と
い
ふ
立
派
た
る
原
語
が
あ
る
に
何
の
嬢
や

あ
る
馨
學
に
て
は
病
名
や
薬
名
は
多
く
の
原
語
を
用
ふ
叉
佛
者
の
菩
薩
、
彌
陀
と
言
ふ
が
如
き
類
も
梵
悟
な
り
其
意
味
深
く
詳
字
の
當
つ

、
べ
き
も
の
な
き
を
彊
て
附
會
せ
ば
本
義
を
失
ふ
て
大
な
る
誤
り
を
來
さ
ん
叉
統
計
な
り
人
口
な
り
之
を
英
語
や
佛
語
に
直
講
し
た
ら
ぼ
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
）

何
な
る
奇
語
と
な
り
て
文
明
世
界
の
笑
と
な
ら
ん
」
と
論
じ
統
計
學
た
る
課
語
に
反
封
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
一
）

　
か
く
の
如
く
「
謬
字
排
斥
．
原
語
探
用
論
者
で
あ
つ
た
」
榑
士
は
明
治
六
年
五
月
太
政
官
参
議
宛
の
建
議
書
中
に
「
夫
政
表
全
國
之
形

　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
　
（
三
十
二
）

勢
也
、
歓
州
名
目
須
多
知
藪
知
以
久
…
－
」
（
傍
購
筆
者
）
と
原
晋
に
あ
わ
せ
て
造
字
し
、
「
明
治
十
二
年
頃
印
刷
せ
ん
と
し
た
る
雑
誌
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
O
　
　
O

題
號
に
は
寸
、
多
、
知
、
寸
、
知
、
久
、
を
合
綴
し
て
移
響
袈
を
用
い
ら
れ
ん
と
し
叉
明
治
十
六
年
七
月
よ
り
十
八
年
十
二
月
ま
で
共
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
三
）

統
計
學
校
の
致
科
目
に
は
移
響
変
の
薪
字
を
用
ひ
其
の
講
義
に
於
て
も
原
晋
を
使
用
し
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
叉
明
治
九
年
二
月
博
士

を
申
心
と
し
て
設
立
さ
れ
た
學
杜
は
、
初
め
表
記
學
肚
と
構
し
て
い
た
が
、
同
十
一
年
二
月
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
ス
肚
と
改
名
し
、
そ
の
機

關
雑
誌
の
名
稽
を
ス
ク
チ
ス
チ
ッ
ク
ス
雑
誌
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
明
治
二
十
五
年
第
六
十
九
號
よ
り
「
ズ
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
難
誌
」
は
「
統
計
學
雑
誌
」
と
改
題
し
た
の
で
あ
る
。
改
題
に
際
し

伺
雄
副
祓
長
世
良
太
一
の
名
で
護
表
さ
丸
た
「
本
誌
政
題
種
言
」
に
よ
丸
ば
衣
の
如
く
記
さ
机
て
い
る
。

328
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『
「
ス
タ
チ
ス
チ
ヅ
ク
」
は
一
箇
專
間
の
學
科
に
し
て
人
問
耐
曾
凡
百
事
物
の
現
象
を
探
討
彙
集
し
算
藪
を
文
鮮
を
以
て
其
眞
形
を
蔦

出
し
て
以
て
盛
衰
利
害
優
劣
を
審
定
し
現
象
の
如
何
に
擦
て
芙
原
因
を
捜
索
し
寛
に
進
化
の
秘
藩
を
護
見
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
な
り

　
「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
」
の
主
旨
此
の
如
く
た
る
か
故
に
之
に
適
當
す
る
所
の
謬
字
を
得
る
こ
と
甚
だ
難
し
と
す
嚢
に
政
表
表
紀
統
計
等

の
稽
を
下
せ
り
と
難
僅
に
其
一
端
を
撃
く
る
に
過
ぎ
す

　
我
輩
耐
を
結
ひ
此
學
を
講
究
し
後
叉
難
誌
を
護
刊
す
る
に
當
り
其
謬
字
の
爲
め
に
世
人
の
本
義
を
課
認
す
る
も
の
あ
ら
ん
こ
と
を
恐
れ

常
に
原
語
を
存
し
て
其
主
旨
を
明
ら
か
に
せ
ん
こ
と
を
務
め
た
り
し
な
り

　
然
る
に
統
計
の
構
年
を
経
る
に
從
い
大
に
世
に
行
は
れ
官
府
編
纂
に
學
校
致
科
に
其
他
新
聞
に
報
告
に
皆
之
を
用
ひ
さ
る
は
な
し
原
語

の
如
何
に
拘
ら
ず
薮
に
一
定
の
名
稽
と
な
り
復
た
働
か
す
べ
か
ら
ず
時
運
銑
に
此
に
至
る
我
輩
同
志
は
盆
々
之
を
輔
翼
し
其
護
達
を
謀
ら

ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り

　
我
輩
夙
に
碓
を
緒
ひ
講
究
す
る
所
を
載
せ
て
雑
誌
と
な
す
も
の
亦
此
學
の
接
張
を
糞
ひ
普
く
其
主
旨
功
用
を
世
間
に
偉
へ
ん
が
爲
な
り

然
る
に
廣
く
世
に
行
は
る
』
所
の
名
構
に
依
ら
ず
し
て
凋
り
拘
原
語
を
固
守
す
る
は
善
及
の
方
便
を
得
た
り
と
せ
す
且
や
萬
一
世
人
統
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
四
）

と
「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
」
と
岐
し
て
別
物
と
な
す
が
如
き
こ
と
あ
ら
ば
實
務
の
進
歩
を
障
碍
す
る
こ
と
無
き
を
保
た
ず
』
と
し
て
原
語
探

用
論
者
の
主
催
す
る
學
耐
も
途
に
時
運
に
か
て
ず
こ
こ
に
最
後
の
牙
城
も
く
ず
れ
さ
り
、
こ
こ
に
統
計
學
に
つ
い
て
の
學
問
的
名
構
は
統

一
を
見
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
事
態
が
そ
こ
ま
で
ゆ
く
一
動
因
と
し
て
、
明
治
二
十
二
年
同
耐
の
幹
事
今
井
武
夫
と
森
林
太
郎
と
の
聞
に
統
計
の
議
語
に
つ
い

て
敦
攻
に
亘
る
論
争
の
あ
つ
た
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

824

（
十
　
七
）

東
京
帝
國
大
學
五
十
年
吏
上
　
　
六
〇
頁



（
十
　
八
）

（
十
　
九
）

（
二
　
十
）

（
二
十
一
）

（
二
十
二
）

（
二
十
三
）

（
二
千
四
）

（
二
十
五
）

（
二
十
六
）

（
二
十
七
）

（
ヱ
十
八
）

（
二
十
九
）

（
三
　
十
）

（
三
十
一
）

（
三
十
二
）

（
三
十
三
）

（
三
十
囚
）

　
同
右
　
　
　
　
　
　
　
大
二
頁

　
同
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
頁

　
同
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
頁

同
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
頁

同
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
二
頁

河
合
榮
治
郎
　
明
治
患
想
史
の
一
断
面
　
八
二
頁
　
河
合
榮
治
郎
選
集
九
巻

同
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
頁

総
理
府
統
計
局
八
十
年
史
稿
　
　
　
　
　
五
－
九
頁

法
規
分
類
大
全
第
一
編
丈
書
門
　
　
　
　
四
九
頁

法
規
分
類
大
全
第
一
編
文
書
門
　
　
　
　
二
！
三
頁

総
理
府
統
計
局
八
十
年
史
稿
　
　
　
　
　
一
五
－
一
六
頁

商
野
岩
三
郎
　
改
訂
増
補
　
杜
會
統
計
學
史
研
究
　
二
五
〇
頁

世
良
太
一
編
　
杉
先
生
講
演
集
　
ニ
ニ
七
！
ニ
ニ
八
頁

高
野
岩
三
郎
葡
掲
書
　
　
　
　
二
五
二
頁

世
良
太
一
編
　
葡
掲
書
　
附
錘
　
四
〇
頁

岡
松
　
　
筏
　
葡
掲
論
文
　
　
　
四
九
頁

続
計
摩
雑
誌
　
第
六
十
九
號
　
　
六
頁

　
　
　
四

明
治
二
十
一
年
よ
り
二
十
二
年
に
亘
り
濁
逸
の
エ
ス
テ
ル
ン
の
論
説
を
英
秀
三
が
「
恵
氏
醤
學
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
」
と
題
し
詳
出
し
た

528
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も
の
を
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌
に
蓮
載
し
た
。
こ
れ
を
軍
行
本
「
殴
酉
學
統
計
論
」
と
し
て
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
杜
よ
り
褒
行
さ
れ
た
。

　
間
題
は
森
鴎
外
こ
と
林
太
郎
が
「
馨
學
統
計
論
の
題
言
」
と
L
て
明
治
二
十
二
年
二
月
「
東
京
馨
事
薪
誌
」
第
五
百
六
十
九
號
に
掲
載

し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
　
「
余
が
馨
學
統
計
論
の
璽
言
を
作
り
し
後
、
書
を
東
京
警
事
新
誌
局
に
寄
せ
て
、
何
故
に
余
が
ス
タ
チ
ス
チ
ソ

ク
と
云
は
ず
し
て
統
計
と
云
へ
る
か
を
間
ふ
も
の
あ
り
。
間
ふ
も
の
は
名
を
匿
し
た
れ
ぼ
誰
や
ら
ん
知
る
に
由
な
け
れ
ど
も
、
近
來
課
字

の
選
揮
な
ど
も
追
々
軽
忽
に
せ
ぬ
様
に
な
り
て
、
冤
角
議
論
あ
る
は
喜
ぶ
べ
き
こ
と
な
れ
ぼ
、
思
ふ
が
儘
に
左
に
述
べ
ん
」
と
記
し
、
論

箏
の
火
端
を
切
つ
た
。
「
余
が
統
計
と
云
ひ
し
は
、
必
ず
し
も
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
と
云
ふ
を
欲
せ
ざ
る
が
故
に
然
云
へ
る
に
あ
ら
ず
。
芳

漢
異
君
が
馨
學
統
計
論
の
首
に
藪
語
を
題
し
て
よ
と
需
め
ら
れ
し
よ
り
、
同
君
の
使
は
れ
た
る
課
を
使
ひ
し
ま
で
な
り
。
然
れ
ど
も
若
し

余
に
し
て
統
計
の
謬
を
悪
し
と
思
ひ
な
ら
ば
決
し
て
之
を
襲
用
せ
ざ
り
し
な
ら
ん
。
余
は
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
を
統
計
と
譲
す
る
の
不
可
な

　
　
　
　
　
　
（
三
十
五
）

る
を
見
ざ
る
な
り
。
」
　
と
し
て
原
語
探
用
論
者
に
封
し
て
家
の
如
く
反
論
す
る
。

　
「
今
の
世
の
統
計
家
－
否
、
ス
タ
チ
ス
チ
シ
ヤ
ン
と
構
す
る
人
々
の
統
計
の
語
を
不
可
と
す
る
理
由
を
問
え
ば
、
　
「
統
計
は
合
計
の
意

味
も
あ
れ
ど
、
文
字
の
通
り
統
べ
計
る
の
義
に
て
可
な
ら
ん
な
ど
と
牽
彊
附
會
す
る
よ
り
、
學
間
の
道
理
を
誤
り
、
事
業
を
妨
害
す
る
の

甚
だ
し
き
に
至
ら
ん
と
す
」
と
。
是
に
慮
の
遠
き
に
過
ぐ
る
と
云
ふ
も
の
な
り
。
理
學
と
云
へ
ぼ
勃
牽
理
窟
の
學
間
と
思
ひ
、
化
學
と
云

へ
ば
妖
怪
愛
化
の
學
間
と
思
ふ
と
唱
へ
、
此
謬
字
を
排
斥
せ
ば
誰
か
之
を
笑
は
ざ
ら
ん
。
若
し
反
封
者
の
位
地
に
立
た
ば
、
　
「
ス
タ
チ
ス

チ
ッ
ク
は
國
家
の
字
よ
り
轄
じ
來
れ
ぱ
、
國
家
q
義
叉
は
政
治
家
の
義
に
て
可
な
ら
ん
な
ど
と
牽
強
附
倉
す
る
よ
り
」
云
々
と
駁
論
す
る

　
　
　
　
　
（
三
十
六
）

こ
と
を
得
べ
し
。
L
と
し
、
「
若
し
ス
タ
チ
ス
チ
シ
ヤ
ソ
諸
家
に
一
歩
を
譲
り
て
、
理
化
學
等
に
は
課
解
の
弊
少
な
く
、
統
計
に
は
此
弊
多

し
。
故
に
統
計
の
語
を
避
け
、
此
穫
謀
を
以
て
流
俗
の
弊
を
救
は
ん
と
の
意
な
り
と
せ
ん
か
、
余
は
、
其
穫
謀
の
能
く
其
目
的
を
達
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
七
）

や
否
や
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
」

　
原
語
探
用
論
者
が
「
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
の
字
を
用
ゐ
る
理
由
を
間
え
ぱ
、
則
ち
日
く
、
　
「
目
に
見
て
名
の
付
け
方
の
な
き
も
の
に
は
原

826
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名
を
唱
へ
て
ラ
ム
プ
と
云
ひ
テ
ェ
ブ
ル
と
云
ふ
。
目
に
見
え
ざ
れ
ぼ
と
て
學
問
上
の
原
名
に
は
必
ず
譲
字
を
付
げ
る
と
云
ふ
道
理
は
聞
さ

ず
。
L
と
。
叉
目
く
、
「
馨
學
に
て
は
病
名
や
薬
名
は
多
く
原
語
を
用
ゐ
る
。
叉
佛
者
の
菩
薩
、
彌
陀
と
云
ふ
が
如
き
類
も
原
語
な
り
。
英

意
味
深
く
謡
字
の
當
つ
べ
き
も
の
な
き
を
彊
い
て
附
奮
せ
ば
、
本
義
を
失
う
て
大
な
る
誤
を
來
さ
ん
」
と
。
蓋
し
目
に
見
え
る
物
却
ち
コ

ン
ク
レ
エ
ト
の
物
に
も
、
目
に
見
え
ぬ
物
即
ち
ア
プ
ス
ト
ラ
ク
ト
の
物
に
も
、
講
の
行
は
る
る
物
と
行
は
れ
難
き
物
あ
り
。
彼
の
ラ
ム
プ

を
燈
と
譲
す
る
事
の
行
は
れ
ざ
る
は
、
行
燈
と
混
ず
る
憂
い
あ
れ
ぽ
な
り
。
テ
ェ
ブ
ル
を
机
と
詳
す
る
事
の
行
は
れ
ざ
る
は
、
我
邦
に
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
八
）

り
鰯
れ
た
る
机
と
混
ず
る
の
憂
い
あ
れ
ば
な
り
。
統
計
に
至
つ
て
は
此
等
の
憂
い
な
し
。
」
と
し
統
計
學
の
輸
入
科
學
と
し
て
の
性
格
を
彊

調
し
、
更
に
原
論
採
用
論
者
が
意
味
を
も
つ
と
し
て
も
シ
ラ
ブ
ル
の
長
い
語
は
共
儀
に
て
は
行
は
れ
な
い
黙
に
言
及
し
、
「
ス
タ
チ
ス
チ

ッ
ク
の
字
も
長
き
に
過
ぎ
て
は
行
は
れ
難
し
。
彊
い
て
之
を
行
は
ん
と
す
れ
ぱ
訊
穆
を
な
さ
ん
。
　
「
學
問
上
の
原
名
に
は
必
ず
課
字
を
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
十
九
一

げ
る
と
云
ふ
道
理
は
聞
え
ず
」
と
い
う
原
語
探
用
論
者
に
封
し
て
、
「
詳
字
を
付
け
ぬ
と
云
ふ
道
理
も
聞
さ
ぬ
な
り
」
と
皮
肉
つ
て
い
る
。

　
攻
で
「
統
計
に
隈
り
て
何
と
や
ら
銀
澁
た
る
意
味
あ
る
の
念
を
な
す
は
、
意
味
の
愛
遷
と
云
ふ
事
を
知
ら
ね
ば
な
り
。
古
代
の
用
語
は

依
然
と
し
て
存
ず
る
に
、
學
問
の
進
歩
は
止
む
時
な
く
、
新
し
き
意
味
を
古
き
語
の
中
に
権
し
込
む
こ
と
是
な
り
。
統
計
に
六
十
乃
至
百

の
緯
義
あ
り
と
云
ふ
は
、
統
計
の
事
に
就
き
て
古
來
、
様
々
の
愛
遷
あ
り
て
、
様
々
の
意
味
を
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
と
云
ふ
語
の
中
に
推
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
十
）

込
み
し
と
云
ふ
に
過
ぎ
ず
。
」
ス
タ
チ
ス
チ
シ
ヤ
ン
が
、
「
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
を
統
計
た
り
な
ど
云
い
張
ら
ん
と
す
る
學
者
あ
ら
ば
、
百
藪

十
年
の
前
に
潮
り
て
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
の
歴
史
に
就
て
其
義
を
探
究
し
て
、
藪
多
の
學
者
を
ば
一
々
論
破
し
て
、
是
れ
ぞ
我
が
持
論
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
十
一
）

統
計
な
り
と
、
讃
を
引
き
質
を
撃
げ
て
、
己
の
主
義
を
主
張
す
る
の
螢
を
取
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
事
と
思
ふ
な
り
」
と
の
論
述
に
封
し
て
、

「
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
を
統
計
と
譲
し
た
る
の
可
否
を
定
む
る
に
は
、
之
を
今
の
統
計
の
一
澤
義
に
照
ら
し
て
共
吻
含
す
る
や
否
を
見
て
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
十
二
）

な
り
。
伺
を
苦
し
ん
で
か
叉
古
來
の
藪
百
家
に
費
し
て
論
耕
を
邊
し
う
る
す
る
の
煩
を
取
ら
ん
や
。
」
　
と
、
そ
の
消
極
的
批
判
を
終
り
、

森
林
太
郎
自
身
の
統
計
観
を
吹
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
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牙
プ
チ
晶
ク
チ
’
フ

　
「
今
の
統
計
の
一
馨
義
は
句
如
。
目
く
、
オ
ソ
ケ
ソ
所
謂
物
的
蠕
納
の
一
理
法
、
乃
ち
是
た
り
。
・
：
…
…
ス
タ
チ
ス
チ
シ
ヤ
γ
ぱ
以
爲

へ
ら
く
、
　
「
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
の
學
間
は
實
地
経
験
の
學
科
に
し
て
、
其
方
法
に
て
穿
襲
」
た
る
現
象
卸
ち
事
實
を
読
明
し
、
其
原
因
を

捜
求
し
て
天
法
を
知
る
を
目
的
と
す
」
と
。
所
謂
天
法
は
余
其
何
等
の
法
た
る
や
を
知
ら
ず
。
然
れ
ど
も
統
計
に
て
顯
象
の
原
因
を
捜
ら

ん
と
す
る
は
猶
木
に
縁
つ
て
魚
を
求
む
る
が
ご
と
し
。
西
洋
大
家
の
申
に
も
、
道
徳
統
計
に
て
人
意
の
自
由
を
探
求
せ
ん
と
企
て
し
人
た

　
　
　
　
一
τ
、
ポ
ィ
チ
ツ
ク

き
に
非
ず
。
治
療
統
計
に
て
方
薬
の
効
能
を
覗
知
せ
ん
と
望
み
し
人
な
き
に
非
ざ
れ
ど
も
、
皆
今
の
學
者
の
層
と
す
る
所
に
非
ざ
る
な

（
四
十
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
十
四
）

り
。
L
と
論
じ
、
「
統
計
の
理
法
た
る
や
、
或
る
徴
侯
即
ち
シ
ュ
ワ
ィ
グ
の
所
謂
分
性
に
就
て
物
を
計
へ
、
之
を
統
べ
て
藪
門
と
す
。
」
と
そ

の
積
極
的
見
解
を
披
歴
し
て
い
る
。

　
以
上
の
如
き
鴎
外
の
論
文
を
讃
ん
だ
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
耐
幹
事
今
井
武
夫
は
、
七
項
目
に
分
つ
て
反
論
に
努
め
、
特
に
ス
タ
チ
ス
チ
ッ

ク
を
以
て
「
現
象
の
原
因
を
知
ら
ん
と
す
る
は
木
に
縁
て
焦
を
求
む
が
如
し
」
を
杜
撰
の
暴
言
と
極
め
つ
け
、
　
「
原
因
を
探
ろ
能
は
ず
し

て
法
則
の
存
す
る
と
こ
ろ
を
知
る
を
得
ん
や
凡
て
の
科
學
に
法
則
な
き
は
な
し
芙
法
則
は
原
因
結
果
よ
り
出
で
來
る
も
の
に
は
な
き
か
論

者
少
し
く
學
間
上
の
順
序
に
注
意
し
た
ら
ん
に
は
思
ひ
牛
ば
に
過
ん
然
し
て
新
學
の
方
法
に
由
り
て
原
因
を
探
求
し
法
則
を
護
見
し
得
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
十
五
）

る
も
の
古
釆
鮮
少
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
反
論
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
．
麗
外
は
そ
れ
に
醤
し
て
、
　
「
統
計
は
方
法
な
り
。
故
に
是
を
藤
用
す
る
に
は
到
る
虚
に
其
地
面
な
か
ら
ず
や
は
。
統
計
す
べ

き
材
料
に
よ
り
て
統
計
の
難
易
は
生
ず
る
事
言
ふ
ま
で
も
な
し
。
－
：
：
…
統
計
方
法
と
い
ふ
金
鍾
に
て
買
ふ
べ
か
ら
ぬ
も
の
は
世
に
あ
り

　
　
　
（
四
十
六
）

と
も
愛
え
ず
。
」
と
反
論
、
「
古
今
統
計
家
相
互
の
聞
に
起
り
し
争
論
は
、
燭
り
今
井
君
と
余
と
の
み
な
ら
ず
、
理
論
を
主
と
す
る
も
の

は
、
計
致
を
主
と
す
る
も
の
と
罵
り
て
表
奴
↓
き
①
＝
g
ぎ
①
o
睾
と
い
ひ
、
こ
れ
は
か
れ
を
罵
り
て
無
味
の
饒
舌
者
守
ま
ω
g
婁
賢
N
胃

と
い
ひ
、
－
…
・
…
。
今
其
源
を
窮
め
て
見
れ
ぼ
畢
寛
旗
鼓
相
封
し
た
る
人
々
が
、
材
料
と
方
法
と
の
差
別
に
心
付
か
ざ
り
し
な
り
。
古
今

の
統
計
家
は
固
よ
り
彼
の
百
藪
十
家
に
止
ま
ら
ざ
る
べ
け
れ
ど
、
要
す
る
に
材
料
を
し
て
編
勝
せ
し
め
た
古
義
家
と
、
方
法
を
し
て
偏
勝

828



”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
十
セ
）

せ
し
め
し
薪
義
家
の
ほ
か
に
出
で
ず
。
…
…
－
・
余
は
寧
ろ
古
義
を
棄
て
て
薪
義
に
就
か
ん
と
す
。
」
　
と
述
べ
、
統
計
學
の
性
格
と
し
て
、

「
統
計
は
一
つ
の
理
法
な
り
。
理
法
は
何
れ
の
虚
に
て
も
薩
用
す
べ
き
も
の
な
れ
ぼ
、
統
計
に
專
問
家
は
あ
ら
ず
も
が
な
と
云
は
ん
か
。

是
れ
決
し
て
然
ら
ず
。
言
語
の
統
計
は
語
學
家
に
打
ち
仕
せ
、
疾
病
の
統
計
は
醤
士
に
打
ち
任
せ
て
善
か
ら
ん
な
れ
ど
、
國
家
學
の
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
十
八
）

鼠
域
に
て
計
藪
を
役
す
る
こ
と
尤
も
多
き
所
に
て
は
、
専
間
の
計
藪
的
國
家
學
者
却
ち
所
講
統
計
家
を
置
く
こ
と
必
要
な
る
べ
し
。
」
　
と

そ
の
統
計
家
の
存
在
債
値
を
認
め
つ
つ
も
、
統
討
を
理
法
、
方
法
と
み
る
鴎
外
に
と
つ
て
は
、
あ
く
ま
で

　
「
㈹
統
計
は
以
て
原
因
を
探
求
す
べ
き
方
法
に
非
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
十
九
）

　
　
㈲
統
計
の
方
法
に
て
探
求
し
た
る
法
則
は
決
し
て
因
果
と
闘
係
す
る
も
の
に
非
ず
。
」

で
あ
つ
た
。

　
從
つ
て
「
統
計
家
の
臼
く
、
産
勇
の
推
薮
は
O
・
五
一
な
り
と
。
是
れ
あ
る
所
に
て
、
あ
る
時
に
得
た
を
計
敦
に
依
れ
ぼ
一
千
の
産
藪

中
に
五
百
十
五
人
の
産
男
あ
り
と
講
ふ
に
過
ぎ
ず
。
こ
の
O
・
五
一
五
の
推
数
は
果
し
て
伺
の
原
因
あ
り
て
然
る
や
。
統
計
家
は
こ
れ
を

示
す
こ
と
能
は
ず
。
渠
は
叉
産
男
の
推
藪
の
何
れ
の
國
に
て
も
未
來
永
劫
O
・
五
一
五
な
る
を
護
す
る
こ
と
能
は
ず
。
他
年
此
藪
の
愛
ず

る
こ
と
も
あ
る
べ
し
。
そ
の
愛
じ
た
る
や
、
統
計
家
は
叉
そ
の
佃
の
原
因
あ
つ
て
愛
じ
た
る
を
知
る
こ
と
能
は
ず
。
到
底
原
因
と
い
ふ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
）

の
は
統
計
法
の
得
て
探
求
す
る
所
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
」
　
で
あ
り
、
叉
「
蟹
中
の
統
計
家
云
く
、
菜
國
の
軍
険
は
兵
に
給
す
る
に
姿
飯
を

以
て
し
、
復
米
飯
を
喫
せ
し
め
ず
。
然
る
に
統
計
表
に
微
す
る
に
、
そ
の
頃
よ
り
脚
氣
病
の
比
例
数
若
干
％
減
ず
。
是
れ
「
給
奏
」
の
原

因
に
て
「
防
脚
氣
」
の
結
果
を
得
た
る
な
り
。
即
ち
知
る
脚
氣
の
原
因
は
米
飯
に
あ
る
こ
と
を
と
。
そ
の
読
理
あ
る
に
似
た
れ
ど
、
　
「
防

脚
氣
」
の
威
積
は
「
給
黍
」
と
同
時
に
起
り
た
る
こ
と
明
ら
か
た
る
の
み
に
て
、
こ
れ
よ
り
直
ち
に
ク
ム
・
ホ
ッ
ク
・
エ
ル
中
コ
オ
・
プ
ロ

プ
テ
ル
・
ホ
ッ
ク
と
は
謂
ふ
べ
か
ら
ず
。
若
し
夫
れ
こ
れ
を
實
験
に
徴
し
、
即
ち
一
大
兵
團
を
申
分
し
て
、
一
牛
に
は
黍
を
給
し
、
一
牛

に
は
米
を
給
し
、
爾
者
を
し
て
同
一
の
地
に
佳
ま
し
め
、
爾
他
の
生
活
の
扶
態
を
齋
一
に
L
て
、
食
米
者
は
脚
氣
に
罹
り
、
食
黍
者
は
罹

829
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（
五
十
一
）

ら
ざ
る
と
き
は
、
方
綾
そ
の
原
因
を
説
く
の
み
。
是
れ
亦
統
計
の
原
因
を
示
さ
ざ
る
一
例
な
り
。
L
　
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
欧
外
に
と
つ
て
は
「
統
計
は
人
の
實
験
を
催
起
し
て
闇
接
に
原
因
を
探
求
す
る
に
至
る
こ
と
あ
る
べ
け
れ
ど
、
統
計
共
物
は
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
二
）

し
て
原
因
を
探
求
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
」
も
の
で
あ
り
、
　
「
統
計
は
實
に
事
定
を
揖
撫
す
れ
ど
も
、
原
因
を
探
求
せ
ず
、
事
實
と
原
因
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
三
）

は
、
固
よ
り
全
く
相
殊
な
れ
ば
な
り
。
」
と
彊
く
確
信
す
る
の
で
あ
る
。

038

（
三
十
五
）

（
三
十
六
）

（
三
十
七
）

（
三
十
八
）

（
三
十
九
）

（
四
　
十
）

（
四
十
一
）

（
四
十
二
）

（
四
十
三
）

（
四
十
四
）

（
四
十
五
）

（
囚
十
六
）

（
四
十
七
）

（
四
十
八
）

（
四
十
九
）

森
　
　
鴎
外
　
統
計
に
就
て
　
　
八
九
頁
　
酷
外
全
集
著
作
篇
第
二
十
六
巻
所
牧

同
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
－
九
〇
頁

同
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
頁

同
右
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
－
九
一
頁

同
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
頁

同
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
頁

同
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
頁

同
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
頁

同
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
頁

同
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
頁

今
井
武
夫
統
計
に
就
て
　
ス
タ
チ
ス
チ
ソ
ク
雑
誌
第
三
十
七
號
　
二
五
八
頁

森
　
　
鴎
外
　
統
計
に
就
て
の
分
疏
　
一
〇
三
頁
　
鴎
外
全
集
著
作
篇
第
二
十
六
巻
所
牧

同
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
－
一
〇
四
頁

同
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
囚
頁

同
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
頁



（
五
　
十
）

（
五
十
一
）

（
五
十
二
）

（
五
十
三
）

同同同同
右右右右

一
〇
八
－
一
σ
九
頁

一
〇
九
頁

一
一
〇
頁

一
一
〇
頁
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以
上
の
鴎
外
の
所
論
に
蟄
し
て
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
耐
幹
事
今
井
武
夫
は
「
再
び
統
計
に
就
て
」
と
題
し
目
己
の
所
読
を
述
べ
た
。
こ
の

論
文
に
っ
き
ス
タ
ス
チ
ッ
ク
杜
幹
事
河
合
利
安
は
「
左
の
一
篇
は
今
井
自
ら
明
言
せ
ら
る
∫
如
く
氏
一
家
の
持
論
に
し
て
固
よ
り
耐
読
を

代
表
せ
る
も
の
に
非
ざ
れ
ぼ
其
心
し
て
讃
み
玉
は
ん
こ
と
を
但
余
輩
も
此
事
に
就
て
は
多
少
の
所
思
た
き
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
牙
は
今
後
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
四
）

蔵
行
に
仕
す
こ
と
と
し
裁
に
は
一
つ
の
助
言
を
加
へ
ず
と
云
爾
」
と
断
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
今
井
武
夫
は
鴎
外
の
前
論
文
の
主
旨
は
概
括
す
れ
ぼ
攻
の
如
く
で
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、

　
H
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
は
科
學
に
あ
ら
ず
方
法
た
り

　
⇔
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
は
統
計
と
い
へ
る
詳
字
に
て
意
義
通
ぜ
り

　
目
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
は
原
因
を
探
り
法
則
を
知
り
得
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず

今
井
は
H
に
蟄
し
て
、
　
「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
は
人
聞
耐
會
の
現
象
を
研
究
す
る
科
學
な
り
然
し
て
其
懸
用
上
よ
り
方
法
と
な
る
こ
と
あ
り

廣
義
に
用
ひ
ら
る
∫
と
狭
義
に
用
ひ
ら
る
工
と
に
由
り
て
此
厘
別
を
生
ず
方
法
た
る
場
合
（
廣
義
）
他
の
科
學
を
補
助
し
叉
は
魔
用
せ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
五
）

れ
た
る
時
、
科
學
た
る
場
合
は
（
挾
義
）
濁
立
し
て
人
間
赴
會
の
現
象
を
研
究
し
共
原
因
規
律
を
探
求
す
る
時
な
り
」
と
し
て
エ
ン
ゲ
ル

及
マ
イ
ヤ
ー
の
所
説
を
引
用
し
て
立
論
し
、

138
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θ
に
つ
い
て
は
、
　
「
統
計
と
い
へ
る
語
に
は
合
計
と
い
へ
る
意
味
の
外
な
し
支
那
の
書
に
併
列
し
來
り
て
甲
何
箇
乙
何
箇
「
統
約
」
何

箇
と
い
ふ
こ
と
あ
り
彼
の
王
輻
が
普
法
戟
記
に
も
欧
洲
大
國
の
兵
員
を
墾
げ
歩
兵
何
人
騎
兵
何
人
砲
兵
何
人
「
統
計
」
句
人
と
書
せ
し
箇

所
数
多
あ
り
叉
世
に
行
は
る
∫
英
華
字
典
に
就
い
て
も
旨
冒
の
字
の
講
を
見
る
に
共
計
、
合
計
、
合
脹
、
総
脹
、
「
統
計
」
、
「
統
算
」

総
共
、
合
共
と
あ
り
、
8
邑
に
も
共
係
、
共
計
、
共
算
、
「
統
計
」
、
「
統
算
」
、
と
あ
久
却
ち
統
計
と
い
ひ
統
算
と
い
ひ
悉
く
「
シ
メ
テ
」

と
い
ふ
意
に
用
へ
り
馬
琴
の
著
作
裏
見
葛
の
葉
と
題
す
る
書
の
目
録
の
都
に
巻
一
何
々
篭
二
伺
々
と
し
絡
り
に
統
計
（
「
ツ
ガ
ウ
」
と
俊
名

を
附
し
）
五
巻
と
書
げ
り
是
等
も
擦
る
所
あ
る
を
知
る
べ
し
唯
「
統
」
の
字
形
立
派
に
見
ゆ
れ
ど
も
意
味
は
合
の
字
と
異
た
る
こ
と
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
六
）

萄
も
人
間
姓
倉
の
事
實
を
研
究
す
る
科
學
の
定
義
に
如
伺
に
言
語
に
乏
し
と
は
い
へ
含
計
學
と
は
鰭
分
情
け
な
き
衣
第
な
ら
ず
や
」
と
辮

じ
、　

目
に
關
し
て
は
、
「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
は
何
故
に
法
則
を
知
り
能
は
ぬ
か
伺
故
に
原
因
を
知
り
能
は
ぬ
か
」
と
設
問
し
、
「
或
一
定
の
年

蒔
に
於
て
一
定
の
領
域
内
に
於
て
産
男
の
計
藪
は
千
に
つ
き
五
一
五
の
割
合
な
る
を
探
求
し
年
々
歳
々
同
一
の
事
實
を
得
然
る
と
き
は
莫

地
の
出
生
は
常
に
男
藪
女
藪
に
超
過
す
る
法
則
を
知
る
延
ひ
て
同
一
の
方
法
に
依
り
金
麗
に
及
ぼ
し
同
一
の
結
果
を
得
る
と
き
は
此
法
則

は
益
々
確
定
す
べ
し
近
來
進
ん
で
男
藪
女
藪
に
超
過
す
る
の
原
因
を
研
究
せ
り
（
父
母
の
鵠
質
に
よ
り
）
叉
菜
國
の
兵
卒
全
麗
を
同
一
の

有
様
を
保
た
し
め
之
れ
を
二
分
し
て
一
方
に
は
米
食
せ
し
め
一
方
は
黍
食
せ
し
め
脚
氣
病
に
罹
る
者
米
食
者
多
く
黍
食
者
に
無
き
こ
と
あ

る
べ
し
此
調
査
を
久
し
く
積
ま
ば
米
食
者
は
脚
氣
に
罹
り
奏
食
者
は
罹
る
こ
と
な
し
と
い
ふ
法
則
を
知
る
叉
進
ん
で
脚
氣
病
に
罹
る
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
七
）

米
食
者
に
多
し
と
い
ふ
原
因
を
知
り
得
べ
し
」
と
論
じ
、
更
に
「
芙
他
死
亡
事
實
を
年
齢
の
關
係
、
配
偶
の
關
係
、
職
業
の
關
係
、
物
債

の
闇
係
等
と
串
生
の
事
實
を
経
済
上
の
事
項
と
相
違
絡
し
て
探
求
す
る
と
き
は
種
々
様
々
な
る
影
饗
を
見
る
從
つ
て
原
因
を
探
り
得
べ
く

法
則
を
定
め
得
べ
し
勿
論
優
定
的
の
も
の
な
き
に
あ
ら
ず
然
し
な
が
ら
懐
定
的
の
も
の
は
逮
に
確
定
す
る
も
の
に
し
て
法
測
に
あ
ら
ず
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
八
）

爲
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
し
て
、
鶴
外
読
に
謝
し
て
攻
の
如
き
修
正
案
を
示
し
た
。
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「
㈹
纏
て
の
法
則
は
因
果
の
闘
係
よ
り
襲
見
せ
ら
る
二
も
の
な
り

　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
九
）

　
　
恒
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
の
法
則
も
亦
因
果
の
關
係
よ
ヶ
護
見
せ
ら
る
∫
も
の
な
り
」

　
こ
れ
に
蟄
し
て
鴎
外
は
湖
上
逸
氏
の
署
で
「
統
計
三
家
論
を
讃
む
」
と
題
し
て
、
　
「
今
井
武
夫
と
名
乗
り
玉
ふ
人
は
、
蓋
し
一
人
に
は

あ
ら
ざ
る
に
似
た
り
」
と
し
て
「
前
今
井
氏
と
後
今
井
氏
と
を
厘
別
す
る
こ
と
の
止
む
べ
か
ら
ざ
る
を
見
る
」
と
論
じ
、
前
今
井
氏
、
森

氏
、
後
今
井
氏
と
の
三
家
論
を
比
較
一
覧
表
に
作
成
し
て
今
井
氏
の
論
理
的
不
一
致
を
指
摘
し
て
こ
れ
に
揖
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

　
「
紫
詮
氏
や
曲
亨
翁
が
統
計
と
い
ふ
熟
語
を
合
計
と
同
義
に
便
ひ
し
が
爲
に
、
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
を
統
計
と
い
ふ
は
非
な
り
と
の
読
」

に
蟄
し
て
、
鴎
外
は
「
奇
な
る
哉
論
や
。
－
－
－
－
宋
儒
の
理
學
と
い
ふ
こ
と
を
東
洋
の
學
者
は
曾
て
唱
え
た
れ
ぼ
、
此
意
義
に
非
ざ
る
7

イ
ジ
ツ
ク
を
理
學
と
は
謬
す
可
ら
ず
。
叉
漢
土
に
て
は
明
代
ま
で
砒
石
の
異
名
を
食
騒
と
唱
へ
た
れ
ば
、
此
意
義
に
非
ざ
る
ク
ロ
オ
ル
・

ナ
ト
リ
ウ
ム
を
食
麗
と
は
課
す
べ
か
ら
ず
。
叉
経
済
の
二
字
は
抱
朴
子
が
経
世
済
俗
と
唱
へ
て
、
政
治
を
総
べ
た
る
語
よ
り
出
で
し
と
云

へ
ば
、
決
し
て
今
日
の
定
義
傲
然
た
る
経
済
學
に
は
附
す
べ
か
ら
ず
。
ま
た
衛
生
の
語
は
老
塘
が
衛
生
之
経
と
唱
へ
て
無
爲
の
域
に
輻
晦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
十
）

す
る
こ
と
を
指
し
た
れ
ぼ
、
決
し
て
今
日
の
保
健
防
疫
の
學
に
は
附
す
べ
か
ら
ず
。
量
窮
屈
な
ら
ず
や
。
」
　
と
反
論
し
、
更
に
「
後
今
井

氏
が
リ
ュ
メ
リ
ン
が
「
ス
タ
チ
ス
チ
ツ
ク
は
人
間
耐
會
の
一
般
の
學
科
に
蟄
し
て
理
法
的
の
補
助
學
雪
豪
至
詔
竃
ω
o
ξ
津
と
な
る
も

の
」
と
い
へ
る
を
撃
げ
て
リ
ュ
メ
リ
ン
が
統
計
を
理
法
税
せ
ず
し
て
科
學
硯
し
た
る
誼
と
せ
し
こ
と
に
揖
し
て
、
　
「
リ
ュ
メ
リ
ン
が
些
言

は
偶
以
て
其
統
計
を
理
法
硯
し
た
る
を
見
る
に
足
れ
り
。
渠
が
、
　
「
理
法
的
の
」
と
云
へ
る
は
扱
て
置
き
、
渠
は
此
句
に
て
統
計
の
特
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
十
一
）

科
學
に
非
ず
し
て
補
助
學
な
る
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
思
ひ
し
な
り
。
」
　
と
反
駁
し
た
。

　
以
上
の
論
争
の
末
、
鴎
外
は
明
治
二
十
二
年
湖
上
逸
氏
と
署
し
て
「
統
計
の
詳
語
は
其
の
定
義
に
負
か
ず
」
と
題
す
る
い
わ
ぼ
総
拮
的

栽
述
を
な
し
て
い
る
が
、
鴎
外
の
統
計
観
を
軍
的
に
示
し
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
み
れ
ぼ
攻
の
如
く
で
あ
る
。

　
「
萄
も
統
計
を
以
て
方
法
的
補
功
學
と
な
し
、
其
糟
麓
を
複
緩
観
察
（
⊥
〈
量
観
察
の
こ
と
－
筆
者
註
）
の
方
法
に
揚
し
た
る
も
の
は
皆

833
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（
六
十
二
）

多
少
、
こ
れ
を
理
法
硯
せ
り
。
」
「
余
の
統
計
の
事
を
論
ず
る
や
、
初
よ
り
一
定
の
用
語
例
あ
り
、
是
れ
余
が
牛
素
の
慣
熟
す
る
所
た
る
を

以
て
、
一
々
に
之
を
辮
明
せ
ざ
り
し
の
み
。
　
（
一
）
特
立
科
學
ω
①
旨
ω
房
轟
邑
骨
①
ミ
げ
ω
窒
ω
o
ぎ
津
（
別
に
差
別
の
必
用
を
感
ぜ
ざ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
エ
“
芒
ツ
・
，
ユ

き
は
科
學
と
稽
す
）
と
は
或
る
方
響
に
向
つ
て
物
の
特
性
、
特
機
（
必
有
の
性
、
必
遇
の
機
）
を
確
定
し
、
一
定
不
愛
の
法
則
を
護
明
す

べ
き
も
の
を
謂
ふ
。
（
例
へ
ぼ
哲
學
、
化
學
、
醤
學
。
）
　
（
二
）
魔
用
科
學
彗
血
q
①
冬
竃
ま
①
考
寡
竃
ω
o
ぎ
｛
一
と
は
特
立
科
學
を
或
る
比

較
的
小
な
る
厘
域
に
藤
用
し
、
以
て
物
の
特
性
、
特
機
を
確
定
し
、
一
定
不
愛
の
方
則
を
護
明
す
べ
き
も
の
を
謂
ふ
。
　
（
例
へ
ぼ
法
理
哲

學
、
農
事
化
學
、
裁
判
馨
學
。
）
（
三
）
方
法
竃
①
艘
邑
寿
と
は
一
定
不
愛
の
法
則
に
從
つ
て
諸
科
學
的
の
一
目
的
を
達
せ
ん
が
爲
に
用
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
十
三
）

る
手
段
く
異
貯
草
昌
な
り
。
語
を
代
へ
て
之
室
言
へ
ぼ
、
理
法
的
（
論
理
學
的
）
方
便
な
り
。
叉
軍
に
理
法
な
り
。
」
と
そ
の
所
見
を
述

べ
、
家
で
エ
ン
ゲ
ル
を
引
用
し
て
、
「
統
計
（
汎
言
す
れ
ぼ
計
藪
）
は
そ
の
本
麗
、
一
理
法
な
り
。
エ
ン
ゲ
ル
は
之
を
呼
ん
で
「
複
鵠
観
察

の
方
法
」
と
な
せ
り
。
唯
渠
は
、
「
（
一
）
此
複
麗
観
察
に
依
り
て
入
間
集
團
及
び
其
；
尤
時
内
の
制
度
の
扶
態
を
記
述
し
、
（
二
）
此
献
態

及
び
其
制
慶
の
愛
化
を
同
法
に
よ
り
剖
析
読
明
」
せ
ん
と
せ
り
（
統
計
學
論
）
。
渠
は
其
（
理
法
の
）
護
揮
し
き
た
れ
る
知
識
庄
①
色
争

巨
宰
彗
ω
彗
α
q
3
害
宗
睾
ぎ
目
葦
巨
窃
を
も
併
せ
て
之
を
包
拮
せ
ん
と
せ
り
。
然
れ
ど
も
此
般
の
知
識
は
、
固
よ
り
「
人
闇
集
團
及
び

箕
；
た
時
間
内
の
制
度
の
扶
態
及
び
愛
化
に
局
促
す
べ
き
に
非
ず
。
之
を
法
學
に
膳
用
し
、
醤
學
に
膳
用
す
べ
し
。
蓋
し
之
を
施
便
す
べ

き
原
野
は
極
め
て
廣
漠
な
り
。
夫
れ
統
計
法
を
以
て
人
聞
集
国
及
び
莫
一
定
時
内
の
制
度
の
秩
態
及
び
憂
化
を
探
求
す
る
も
の
は
1
他
の

統
計
法
の
探
討
と
同
じ
く
1
決
し
て
物
の
特
性
、
特
機
を
確
定
す
る
こ
と
能
は
ず
。
一
定
不
愛
の
法
則
を
護
明
す
る
こ
と
能
は
ず
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
4
ン
ド
一
ザ
イ
ド
巾
，
ル

確
定
す
る
所
は
物
の
各
性
、
各
機
な
り
。
其
護
明
す
る
所
は
推
測
的
の
緒
果
峯
夢
葛
O
冨
邑
一
9
ぎ
豪
『
①
σ
q
9
の
み
。
　
マ
イ
ル
の
所
謂

「
合
法
」
O
鶉
9
N
昌
箒
ω
厨
冨
岸
の
み
。
コ
ツ
チ
ン
ゲ
ン
は
「
経
験
の
法
則
」
と
名
け
乍
ら
、
之
を
「
天
則
」
及
び
「
耐
會
則
」
等
の
外

に
置
き
し
者
の
み
。
臭
秀
三
君
の
所
謂
「
規
則
に
適
ひ
し
こ
と
」
肉
品
巴
彗
雰
ω
釘
ぎ
斥
の
み
。
故
に
余
は
目
く
、
工
γ
ゲ
ル
の
所
謂
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
十
四
）

計
は
理
法
た
る
統
計
の
一
膝
用
厘
域
の
み
と
。
ま
た
目
く
、
統
計
（
特
立
及
び
慮
用
の
）
科
學
に
非
ず
と
。
」

834



　
最
後
に
統
計
饗
の
本
質
と
そ
の
通
用
範
園
に
つ
い
て
董
的
に
、
　
「
夫
れ
統
計
は
其
本
誰
、
理
法
な
り
。
而
し
て
凡
そ
理
法
匿
域
内
に
在

る
も
の
は
萬
般
の
科
學
の
使
用
に
供
す
べ
く
し
て
必
ず
し
も
或
る
目
的
（
例
へ
ぱ
耐
會
的
生
活
の
披
尋
）
に
於
て
の
み
之
を
私
す
べ
ぎ
も

　
　
　
　
（
六
十
五
）

の
に
あ
ら
ず
」
と
そ
の
積
極
的
見
解
を
披
渡
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
綾
綾
鴎
外
の
統
計
観
を
引
用
L
た
が
、
彼
こ
そ
統
計
學
を
方
法
論
的
立
場
よ
り
把
握
認
識
し
た
日
本
最
初
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
明

治
二
十
年
代
初
頭
「
統
計
學
」
は
殆
ん
ど
國
家
の
顯
著
事
項
を
記
述
す
る
、
い
わ
ぽ
國
家
學
の
一
部
門
と
し
て
考
え
ら
れ
た
時
代
に
、
以

上
述
べ
た
様
な
見
解
を
披
渥
し
得
た
者
が
果
し
て
幾
人
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
は
い
え
、
そ
の
後
も
鴎
外
的
立
場
は
主
流
た
り
得
ず
わ
ず
か
に
大
正
時
代
の
末
期
に
至
り
始
め
て
方
法
論
的
立
場
の
所
見
が
統
計
學

界
の
主
流
を
占
め
る
に
立
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
璽
に
わ
が
國
賓
本
主
義
の
襲
展
段
階
が
低
位
に
あ
つ
た
と
い
う
だ
げ
で
解
明
議

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
本
老
に
に
お
い
て
は
、
た
だ
事
實
に
つ
い
て
述
べ
た
に
と
ど
ま
る
。
森
林
太
郎
が
ど
の
様
な
経
路
過
程
に
よ
つ
て
統
計
學
に
甜
し
て
方

法
論
的
立
場
を
と
る
に
至
つ
た
か
の
考
護
は
他
日
稿
を
改
め
て
老
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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（
五
十
四
）

（
五
十
五
）

（
五
十
六
）

（
五
十
七
）

（
五
十
八
）

（
五
十
九
）

（
六
　
十
）

河
合
利
安

今
井
武
夫

森同同同同
　右右右右融
外

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌
　
第
三
千
九
號
　
三
五
九
頁

再
び
統
計
に
就
て
　
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌
　
第
三
十
九
號
　
三
六
〇
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
三
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
五
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
五
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
六
頁

統
計
三
家
論
を
讃
む
　
一
一
六
－
一
一
七
頁
　
麗
外
全
集
著
作
篇
第
二
十
六
巻
所
牧

835
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（
六
十
一
）

（
六
十
二
）

（
六
十
三
）

（
六
十
四
）

（
六
十
五
）

回同同森同
右右右　右
　　　鴎
　　　外

統
計
の
譲
語
は
其
の
定
義
に
負
か
ず

一
一
八
頁

一
四
〇
頁
　
隆
外
全
集
著
作
篇
第
二
十
六
巻
所
牧

一
四
一
頁

一
四
一
－
一
四
二
頁

一
四
二
頁

836


